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議案第１号

令和３年度石川県一般会計補正予算（第９号）

令和３年度の石川県一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，５６５，０００千円を追加し、歳入歳出それぞれ

６８２，９２９，０８９千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 令和３年度石川県一般会計歳入歳出補正予算」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定による債務負担行為の変更及び追加は、

「第２表 債務負担行為補正」による。

（繰越明許費）

第３条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費

は、「第３表 繰越明許費」による。

令和３年１１月２９日提出

石川県知事 谷 本 正 憲
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第１表 令和３年度石川県一般会計歳入歳出補正予算

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

９ 国 庫 支 出 金 １０５，０６１，９１９ ３，７７９，４００ １０８，８４１，３１９

１ 国 庫 負 担 金 ３０，０４３，８４７ １２２，４００ ３０，１６６，２４７

２ 国 庫 補 助 金 ７３，２２７，８１４ ３，６５７，０００ ７６，８８４，８１４

１４ 諸 収 入 １０８，０３９，４４１ １，７８５，６００ １０９，８２５，０４１

６ 雑 入 ３６，１６２，１１７ １，７８５，６００ ３７，９４７，７１７

歳 入 合 計 ６７７，３６４，０８９ ５，５６５，０００ ６８２，９２９，０８９
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

５ 健 康 福 祉 費 １２６，１４２，８８７ ２，７６５，０００ １２８，９０７，８８７

５ 健 康 推 進 費 １３，１６３，５２８ ２，４２３，０００ １５，５８６，５２８

７ 医 薬 看 護 費 ３５，１５４，１２６ ３４２，０００ ３５，４９６，１２６

７ 商 工 労 働 費 ７８，９６４，６９４ ３００，０００ ７９，２６４，６９４

１ 商 工 費 ７７，２６８，７０７ ３００，０００ ７７，５６８，７０７

８ 観 光 費 ２２，２６０，８７８ ２，５００，０００ ２４，７６０，８７８

１ 観 光 戦 略 推 進 費 ２２，２６０，８７８ ２，５００，０００ ２４，７６０，８７８

歳 出 合 計 ６７７，３６４，０８９ ５，５６５，０００ ６８２，９２９，０８９
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第２表 債務負担行為補正

事 項
補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額
千円 千円

令 和 ３ 年 度 道 路 建 設 費
令 和 ４ 年 度
令 和 ５ 年 度 ２，７１０，０００

令 和 ４ 年 度
令 和 ５ 年 度 ３，１２５，０００

令 和 ３ 年 度 道 路 整 備 費 令 和 ４ 年 度 １２０，０００ 令 和 ４ 年 度 ６０５，０００

庁 舎 管 理 費 令 和 ４ 年 度 ３６７，０００

のと里山空 港 管 理 運 営 費 令 和 ４ 年 度 ５２，０００

県 庁 舎 総 合 案 内 費 令 和 ４ 年 度 １３，０００

石川四高記念文化交流館運営費 令 和 ４ 年 度 ４，０００

美 術 館 運 営 費 令 和 ４ 年 度 ３２，０００

歴 史 博 物 館 運 営 費 令 和 ４ 年 度 ２１，０００

卯辰山相撲 場 、 武 道 館 、
兼 六 園 弓 道 場 管 理 費

自 令和４年度
至 令和８年度 ２１４，０００

いしかわ総合スポーツセンター
管 理 費

自 令和４年度
至 令和８年度 ７８３，０００

いしかわ動物園管理運営費
自 令和４年度
至 令和８年度 １，２２６，０００

ふれあい昆虫館管理運営費 自 令和４年度
至 令和８年度 ５５５，０００

令 和 ３ 年 度 河 川 整 備 費 令 和 ４ 年 度 １００，０００

令和３年度土木施設災害復旧費 令 和 ４ 年 度 １００，０００

令 和 ３ 年 度 港 湾 管 理 費 令 和 ４ 年 度 １００，０００

令和３年度港湾災害復旧費 令 和 ４ 年 度 ６０，０００

兼 六 園 管 理 費 令 和 ４ 年 度 ６０，０００

金 沢 城 公 園 管 理 費 令 和 ４ 年 度 ４９，０００

いしかわ四 高 記 念 公 園 、
本 多 の 森 公 園 管 理 費

自 令和４年度
至 令和８年度 ２１７，０００

奥卯辰山健 民 公 園 管 理 費 自 令和４年度
至 令和８年度 ２８６，０００

犀 川 緑 地 管 理 費 自 令和４年度
至 令和８年度 ２８４，０００

北 部 公 園 管 理 費 自 令和４年度
至 令和８年度 １３１，０００
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事 項
補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額
千円 千円

能登歴史公園（国分寺地区）
管 理 費

自 令和４年度
至 令和８年度 １８１，０００

運 転 者 講 習 費 令 和 ４ 年 度 ８４，０００

運 転 免 許 受 付 費 令 和 ４ 年 度 ２０，０００

交 通 指 導 取 締 活 動 費 令 和 ４ 年 度 ８４，０００

一般交通安 全 施 設 整 備 費 令 和 ４ 年 度 １２５，０００

白山青年の 家 、 白 山 ろ く
少 年 自 然 の 家 管 理 費

自 令和４年度
至 令和８年度 ３５２，０００

鹿島少年自 然 の 家 管 理 費
自 令和４年度
至 令和８年度 １７８，０００

能登少年自 然 の 家 管 理 費
自 令和４年度
至 令和８年度 １６９，０００

自 然 史 資 料 館 管 理 費
自 令和４年度
至 令和８年度 ２１９，０００
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第３表 繰 越 明 許 費

款 項 事 業 名 金 額

９ 農林水産業費 ２００，０００

３ 農 地 費 ２００，０００

広域営農団地農道整備事業費 ２００，０００

１０ 土 木 費 ５，２２０，０００

２ 道路橋りょう費 ２，３１９，０００

国 道 改 築 費 ９９，０００

地 方 道 改 築 費 １，０８９，０００

橋 り ょ う 補 修 費 １１１，０００

道 路 災 害 防 除 費 ２６８，０００

道路施設長寿命化対策事業費 ７５２，０００

３ 河 川 海 岸 費 １，８７５，０００

広 域 河 川 改 修 費 ８５３，０００

河 川 堆 積 土 砂 対 策 費 １０，０００

緊 急 県 単 河 川 防 災 費 １２０，０００

通 常 砂 防 事 業 費 ６２３，０００

急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 費 １２０，０００

海 岸 侵 食 対 策 費 １４９，０００

４ 港 湾 費 １４６，０００

港 湾 改 修 費 １４６，０００

５ 都 市 計 画 費 ８８０，０００

街 路 事 業 費 ７００，０００

能 登 歴 史 公 園 整 備 費 ５０，０００

千円
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款 項 事 業 名 金 額

木 場 潟 公 園 整 備 費 １３０，０００

合 計 ５，４２０，０００

千円
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議案第２号

令和３年度石川県港湾整備特別会計補正予算（第１号）

令和３年度の石川県港湾整備特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為の補正）

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定による債務負担行為の追加は、「第１表 債務

負担行為補正」による。

令和３年１１月２９日提出

石川県知事 谷 本 正 憲
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第１表 債務負担行為補正

事 項
補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額
千円 千円

金 沢 港 引 船 管 理 費 令 和 ４ 年 度 ２４，０００
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議案第３号

令和３年度石川県立中央病院事業会計補正予算（第１号）

令和３年度の石川県立中央病院事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為）

令和３年度石川県立中央病院事業会計予算第５条に次のとおり追加する。

事 項 期 間 限 度 額

庁 舎 管 理 等
業 務 委 託 費

令 和 ４ 年 度 ４７６，０００千円

在庫管理・搬送
等業務委託費

自 令和４年度
至 令和６年度

２４４，０００千円

令和３年１１月２９日提出

石川県知事 谷 本 正 憲
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議案第４号

令和３年度石川県立こころの病院事業会計補正予算（第１号）

令和３年度の石川県立こころの病院事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為）

令和３年度石川県立こころの病院事業会計予算第５条に次のとおり追加する。

事 項 期 間 限 度 額

庁 舎 管 理 等
業 務 委 託 費

令 和 ４ 年 度 ５５，０００千円

令和３年１１月２９日提出

石川県知事 谷 本 正 憲
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議案第５号

令和３年度石川県水道用水供給事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条 令和３年度の石川県水道用水供給事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

（業務の予定量）

第２条 令和３年度石川県水道用水供給事業会計予算（以下「予算」という。）第２条中!を次のと

おり補正する。

区 分 既決予定額 補正予定額 計

! 主要な建設改良事業

送水施設建設改良
事 業 費

２，１４０，０００千円 １２０，０００千円 ２，２６０，０００千円

（うち債務負担行為額 １２０，０００千円 １２０，０００千円 ２４０，０００千円）

（債務負担行為）

第３条 予算第５条中「２００，０００千円」を「２８０，０００千円」に、「１２０，０００千円」を「２４０，０００千円」

に改める。

令和３年１１月２９日提出

石川県知事 谷 本 正 憲
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２
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和
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日
提
出

石
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知
事

谷
本

正
憲

施
設
の
名
称

指
定
管
理
者

指
定
期
間

石
川
県
卯
辰
山
相
撲
場
、
石
川
県
立

武
道
館
、
石
川
県
立
武
道
館
分
館
兼

六
園
弓
道
場

石
川
県
体
育
協
会
グ
ル
ー
プ

代
表
者
金
沢
市
稚
日
野
町
北
２
２
２
番
地

公
益
財
団
法
人
石
川
県
体
育
協
会

会
長
谷
本
正
憲

構
成
員
金
沢
市
新
神
田
五
丁
目
２
５
番
地
１

石
川
県
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
協
同
組
合

理
事
長
酒
井
壮
司

令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
９
年
３
月
３
１
日
ま
で

い
し
か
わ
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
石
川
県
体
育
協
会
グ
ル
ー
プ

代
表
者
金
沢
市
稚
日
野
町
北
２
２
２
番
地

公
益
財
団
法
人
石
川
県
体
育
協
会

会
長
谷
本
正
憲

構
成
員
小
松
市
八
幡
イ
１
３
番
地
１

公
益
財
団
法
人
北
陸
体
力
科
学
研
究
所

理
事
長
勝
木
保
夫

構
成
員
金
沢
市
新
神
田
五
丁
目
２
５
番
地
１

石
川
県
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
協
同
組
合

理
事
長
酒
井
壮
司

令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
９
年
３
月
３
１
日
ま
で

い
し
か
わ
動
物
園

金
沢
市
袋
畠
町
南
１
９
３
番
地

一
般
財
団
法
人
石
川
県
県
民
ふ
れ
あ
い
公
社

理
事
長
上
出
孝
之

令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
９
年
３
月
３
１
日
ま
で



議
案
第
六
号

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

（１８）

施
設
の
名
称

指
定
管
理
者

指
定
期
間

石
川
県
ふ
れ
あ
い
昆
虫
館

金
沢
市
袋
畠
町
南
１
９
３
番
地

一
般
財
団
法
人
石
川
県
県
民
ふ
れ
あ
い
公
社

理
事
長
上
出
孝
之

令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
９
年
３
月
３
１
日
ま
で

石
川
県
海
の
自
然
生
態
館

金
沢
市
袋
畠
町
南
１
９
３
番
地

一
般
財
団
法
人
石
川
県
県
民
ふ
れ
あ
い
公
社

理
事
長
上
出
孝
之

令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
９
年
３
月
３
１
日
ま
で

い
し
か
わ
四
高
記
念
公
園
、
本
多
の

森
公
園

植
宗
・
吉
村
グ
ル
ー
プ

代
表
者
金
沢
市
材
木
町
１
９
番
３
号

株
式
会
社
植
宗
園

代
表
取
締
役
植
村
隆
央

構
成
員
金
沢
市
八
日
市
二
丁
目
２
０
２
番
地
１

株
式
会
社
吉
村
植
木
園

代
表
取
締
役
中
川
大
佑

令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
９
年
３
月
３
１
日
ま
で

奥
卯
辰
山
健
民
公
園

加
賀
市
新
保
町
カ
３
３
番
地

株
式
会
社
岸
グ
リ
ー
ン
サ
ー
ビ
ス

代
表
取
締
役
岸

省
悟

令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
９
年
３
月
３
１
日
ま
で

犀
川
緑
地

エ
コ
・
チ
ー
ム
犀
川

代
表
者
金
沢
市
赤
土
町
ニ
１
５
２
番
地
１

株
式
会
社
庭
芸
社

取
締
役
笠
井
順
二

構
成
員
金
沢
市
小
坂
町
西
１
１
１
番
地
１

株
式
会
社
出
島
グ
リ
ー
ン

代
表
取
締
役
出
島
光
希

構
成
員
金
沢
市
米
泉
町
一
丁
目
３
７
番
地

株
式
会
社
伏
見
園

代
表
取
締
役
田
中
翔
太
郎

構
成
員
金
沢
市
田
中
町
に
３
５
番
地

株
式
会
社
松
原
造
園

代
表
取
締
役
松
原
大
介

構
成
員
金
沢
市
泉
が
丘
二
丁
目
５
番
１
７
号

株
式
会
社
松
村
造
園

代
表
取
締
役
松
村
昭
一

令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
９
年
３
月
３
１
日
ま
で



議
案
第
六
号

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

（１９）

北
部
公
園

加
賀
市
新
保
町
カ
３
３
番
地

株
式
会
社
岸
グ
リ
ー
ン
サ
ー
ビ
ス

代
表
取
締
役
岸

省
悟

令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
９
年
３
月
３
１
日
ま
で

能
登
歴
史
公
園
（
国
分
寺
地
区
）

七
尾
市
袖
ケ
江
町
イ
部
２
５
番
地

七
尾
市

七
尾
市
長
茶
谷
義
隆

令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
９
年
３
月
３
１
日
ま
で

石
川
県
立
白
山
青
年
の
家
、
石
川
県

立
白
山
ろ
く
少
年
自
然
の
家

白
山
市
鶴
来
本
町
四
丁
目
ヌ
８
５
番
地

一
般
財
団
法
人
白
山
市
地
域
振
興
公
社

理
事
長
北
村

潔

令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
９
年
３
月
３
１
日
ま
で

石
川
県
立
鹿
島
少
年
自
然
の
家

金
沢
市
袋
畠
町
南
１
９
３
番
地

一
般
財
団
法
人
石
川
県
県
民
ふ
れ
あ
い
公
社

理
事
長
上
出
孝
之

令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
９
年
３
月
３
１
日
ま
で

石
川
県
立
能
登
少
年
自
然
の
家

金
沢
市
袋
畠
町
南
１
９
３
番
地

一
般
財
団
法
人
石
川
県
県
民
ふ
れ
あ
い
公
社

理
事
長
上
出
孝
之

令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
９
年
３
月
３
１
日
ま
で

石
川
県
立
自
然
史
資
料
館

金
沢
市
銚
子
町
リ
４
４
１
番
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
石
川
県
自
然
史
セ
ン
タ
ー

理
事
長
!
木
政
喜

令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
９
年
３
月
３
１
日
ま
で





議
案
第
七
号

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
つ
い
て

（２１）

議
案
第
７
号

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
つ
い
て

当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
２３
年
法
律
第
１４
４
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
令
和
４
年
度
中
に
当
せ
ん
金
付
証
票
を
総
額
１０
，５
００
，０
００
千
円
の
範
囲
内
に
お
い
て
発
売
す

る
。 令
和
３
年
１１
月
２９
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲





議
案
第
八
号

石
川
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（２３）

石 川 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 二 十 条 第 一 項 中 「 令 和 三 年 度 」 を 「 令 和 八 年 度 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 令 和 四 年 三 月 三

十 一 日 」 を 「 令 和 九 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

近 年 の ク マ の 大 量 出 没 等 を 踏 ま え た 緩 衝 帯 整 備 の 強 化 や 、 豪 雨 に よ る 山 腹 崩 壊 を 防 ぐ た め の 放 置

竹 林 の 除 去 な ど 、 森 林 の 有 す る 公 益 的 機 能 の 維 持 増 進 に 資 す る 施 策 を 引 き 続 き 実 施 す る た め 、 当 該

施 策 に 要 す る 経 費 の 財 源 の 一 部 に 充 て る 県 民 税 の 均 等 割 の 税 率 の 特 例 措 置 に つ い て 、 そ の 適 用 期 間

を 延 長 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 八 号

石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 三 年 十 一 月 二 十 九 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例





議
案
第
九
号

市
と
町
と
の
境
界
変
更
に
つ
い
て
（
七
尾
市
と
中
能
登
町
）

（２５）

議
案
第
９
号

市
と
町
と
の
境
界
変
更
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
４
年
３
月
１
日
か
ら
七
尾
市
と
鹿
島
郡
中
能
登
町
と
の
境
界
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
３
年
１
１
月
２
９
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

１
七
尾
市
に
編
入
す
る
区
域
（
面
積
６
７
０
．７
５
!
）

鹿
島
郡
中
能
登
町
瀬
戸
ロ
２
の
一
部
、
３
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部

２
鹿
島
郡
中
能
登
町
に
編
入
す
る
区
域
（
面
積
６
７
０
．７
５
!
）

七
尾
市
伊
久
留
町
理
２
４
の
一
部
、
２
５
の
１
、
２
５
の
２
、
２
７
の
一
部
、
２
８
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部









議
案
第
十
一
号

財
産
の
取
得
に
つ
い
て
（
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
）

（２９）

議
案
第
１１
号

財
産
の
取
得
に
つ
い
て

県
立
学
校
に
お
け
る
教
育
の
用
に
供
す
る
た
め
、
次
の
財
産
を
取
得
す
る
。

令
和
３
年
１１
月
２９
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

１
財
産
の
種
類
及
び
数
量

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末

１４
，４
８０
台

２
取
得
金
額

６０
３
，３
５２
，６
４０
円

３
取
得
の
相
手
方

金
沢
市
無
量
寺
町
ハ
６
番
地
１

株
式
会
社
石
川
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
セ
ン
タ
ー

代
表
取
締
役
社
長
山
浦
伯
之









報
告
第
一
号

「
委
託
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」
の
議
決
の
一
部
変
更
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
南
加
賀
道
路

道
路
改
良
事
業
に
伴
う
北
陸
本
線
牛
ノ
谷
・
大
聖
寺

間
熊
坂
跨
線
橋
新
設
工
事
）

（３３）

報
告
第
１
号

「
委
託
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」
の
議
決
の
一
部
変
更
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１８
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
報
告
す
る
。

令
和
３
年
１１
月
２９
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

専
決
第
１０
号

「
委
託
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」
の
議
決
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

平
成
３０
年
第
３
回
石
川
県
議
会
定
例
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
議
決
第
１６
号
「
委
託
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」（
南
加
賀
道
路
道
路
改
良
事
業
に
伴
う
北
陸
本
線
牛
ノ
谷
・

大
聖
寺
間
熊
坂
跨
線
橋
新
設
工
事
）の
う
ち
、
そ
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

令
和
３
年
１１
月
２２
日

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１８
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
専
決

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

契
約
金
額
「
１
，０
４８
，２
２１
，０
００
円
」
を
「
１
，０
３７
，６
９３
，３
９５
円
」
に
改
め
る
。





報
告
第
二
号

「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」
の
議
決
の
一
部
変
更
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
金
沢
外
環
状
道
路

海
側
幹
線
Ⅳ
期

地
方
道
改
築
工
事
（
大
浦
高

架
橋

山
側
上
部
工
））

（３５）

報
告
第
２
号

「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」
の
議
決
の
一
部
変
更
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１８
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
報
告
す
る
。

令
和
３
年
１１
月
２９
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

専
決
第
１１
号

「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」
の
議
決
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

令
和
２
年
第
１
回
石
川
県
議
会
定
例
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
議
決
第
２１
号
「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」（
金
沢
外
環
状
道
路
海
側
幹
線
Ⅳ
期
地
方
道
改
築
工
事
（
大

浦
高
架
橋
山
側
上
部
工
））
の
う
ち
、
そ
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

令
和
３
年
１１
月
２２
日

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１８
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
専
決

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

契
約
金
額
「
６９
１
，９
００
，０
００
円
」
を
「
６７
４
，６
３０
，０
００
円
」
に
改
め
る
。







報
告
第
三
号

県
営
住
宅
の
明
渡
し
等
請
求
事
件
に
係
る
訴
え
の
提
起
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（３８）

２
訴
訟
の
方
針

第
一
審
判
決
の
結
果
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
上
訴
す
る
も
の
と
す
る
。


